
一

○
郵
政
民
営
化
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
の
部
分
）

改

正

案

現

行

（
郵
便
貯
金
銀
行
の
預
入
限
度
額
）

第
二
条

（
略
）

２

法
第
百
七
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
千
三
百
万
円
と
す

る
。

（
郵
便
貯
金
銀
行
の
預
入
限
度
額
）

第
二
条

（
略
）

２

法
第
百
七
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
千
万
円
と
す
る
。

（
郵
便
保
険
会
社
の
保
険
金
額
等
の
限
度
額
）

第
六
条

法
第
百
三
十
七
条
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
保
険
契
約
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
と
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
係
る
同
条

第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
あ

っ
て
は
次
項
各
号
に
定
め
る
額
（
特
定
保
険
金
額
死
因
別
保
険
及
び
定
期
保
険
等

に
係
る
額
を
除
く
。
）
か
ら
同
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
に
関
し

て
同
号
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
そ
れ
ぞ
れ
第
二
号
又
は
第
三
号
に

定
め
る
額
、
第
四
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
同
項
各
号
に
規
定
す
る
特

定
保
険
金
額
死
因
別
保
険
に
係
る
額
か
ら
同
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し

た
額
に
関
し
て
同
号
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
第
四
号
に
定
め
る
額

、
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す

る
定
期
保
険
等
に
係
る
額
か
ら
同
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
に
関

し
て
同
号
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
そ
れ
ぞ
れ
第
五
号
又
は
第
六
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

倍
額
支
払
条
項
付
保
険
の
保
険
契
約

保
険
期
間
内
に
発
生
し
得
る
保
険
金

の
支
払
の
事
由
（
被
保
険
者
が
不
慮
の
事
故
若
し
く
は
第
三
者
の
加
害
行
為
又

は
エ
ボ
ラ
出
血
熱
、
ク
リ
ミ
ア
・
コ
ン
ゴ
出
血
熱
、
重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群

（
郵
便
保
険
会
社
の
保
険
金
額
等
の
限
度
額
）

第
六
条

法
第
百
三
十
七
条
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
保
険
契
約
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
と
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
係
る
同
条

第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
あ

っ
て
は
次
項
各
号
に
定
め
る
額
（
特
定
保
険
金
額
死
因
別
保
険
及
び
定
期
保
険
等

に
係
る
額
を
除
く
。
）
か
ら
同
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
に
関
し

て
同
号
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
そ
れ
ぞ
れ
第
二
号
又
は
第
三
号
に

定
め
る
額
、
第
四
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
同
項
各
号
に
規
定
す
る
特

定
保
険
金
額
死
因
別
保
険
に
係
る
額
か
ら
同
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し

た
額
に
関
し
て
同
号
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
第
四
号
に
定
め
る
額

、
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す

る
定
期
保
険
等
に
係
る
額
か
ら
同
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
に
関

し
て
同
号
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
そ
れ
ぞ
れ
第
五
号
又
は
第
六
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

倍
額
支
払
条
項
付
保
険
の
保
険
契
約

保
険
期
間
内
に
発
生
し
得
る
保
険
金

の
支
払
の
事
由
（
被
保
険
者
が
不
慮
の
事
故
若
し
く
は
第
三
者
の
加
害
行
為
又

は
エ
ボ
ラ
出
血
熱
、
ク
リ
ミ
ア
・
コ
ン
ゴ
出
血
熱
、
重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群



二

（
病
原
体
が
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
痘
そ
う

、
ペ
ス
ト
、
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
病
、
ラ
ッ
サ
熱
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
コ
レ
ラ
、
細

菌
性
赤
痢
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
腸
チ
フ
ス
若
し
く
は
パ
ラ
チ
フ
ス
を
直
接
の
原
因

と
し
て
死
亡
し
た
こ
と
を
除
く
。
）
の
組
合
せ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
属
す
る
保
険
金

の
支
払
の
事
由
が
全
て
発
生
し
た
と
し
た
な
ら
ば
支
払
わ
れ
る
保
険
金
額
の
合

計
額
の
う
ち
そ
の
額
が
最
も
大
き
い
も
の

二

被
保
険
者
が
年
齢
二
十
年
以
上
五
十
五
年
以
下
で
あ
る
保
険
契
約
で
あ
っ
て

、
そ
の
効
力
発
生
後
四
年
を
経
過
し
た
も
の

当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金

額
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
合
計
額
か
ら
千
万
円
（
そ
の
合
計
額
が

千
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
合
計
額
。
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
控

除
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
に
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
（
次

に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
計
額
を
加
え
た
額

イ

保
険
金
額
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
保
険
契
約
の
変
更
の
申
込

み
に
係
る
当
該
増
加
さ
せ
る
保
険
金
額

ロ

保
険
金
額
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
保
険
契
約
の
変
更
の
契
約

の
効
力
発
生
後
四
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
増
加
さ
せ
た
保
険

金
額

ハ

保
険
契
約
の
復
活
の
申
込
み
に
係
る
復
活
さ
せ
る
保
険
契
約
に
係
る
保
険

金
額

三

被
保
険
者
が
年
齢
五
十
六
年
以
上
で
あ
る
保
険
契
約
で
あ
っ
て
、
被
保
険
者

の
年
齢
が
五
十
五
年
以
下
で
あ
る
間
に
そ
の
効
力
が
発
生
し
、
か
つ
、
当
該
保

険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
（
前
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
第
五
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
千
万
円
を
超
え
る
も
の

千
万
円

四

特
定
保
険
金
額
死
因
別
保
険
の
保
険
契
約
以
外
の
保
険
契
約

零

五

被
保
険
者
が
年
齢
五
十
五
年
以
上
で
あ
る
定
期
保
険
等
の
保
険
契
約
で
あ
っ

て
、
被
保
険
者
の
年
齢
が
五
十
四
年
以
下
で
あ
る
間
に
そ
の
効
力
が
発
生
し
、

か
つ
、
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
の
合
計
額
が
八
百
万
円
を
超
え
る
も

（
病
原
体
が
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
痘
そ
う

、
ペ
ス
ト
、
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
病
、
ラ
ッ
サ
熱
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
コ
レ
ラ
、
細

菌
性
赤
痢
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
腸
チ
フ
ス
若
し
く
は
パ
ラ
チ
フ
ス
を
直
接
の
原
因

と
し
て
死
亡
し
た
こ
と
を
除
く
。
）
の
組
合
せ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
属
す
る
保
険
金

の
支
払
の
事
由
が
す
べ
て
発
生
し
た
と
し
た
な
ら
ば
支
払
わ
れ
る
保
険
金
額
の

合
計
額
の
う
ち
そ
の
額
が
最
も
大
き
い
も
の

二

被
保
険
者
が
年
齢
二
十
年
以
上
五
十
五
年
以
下
で
あ
る
保
険
契
約
で
あ
っ
て

、
そ
の
効
力
発
生
後
四
年
を
経
過
し
た
も
の

当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金

額
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
合
計
額
か
ら
三
百
万
円
（
そ
の
合
計
額

が
三
百
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
合
計
額
。
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て

「
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
に
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額

（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
計
額
を
加
え
た
額

イ

保
険
金
額
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
保
険
契
約
の
変
更
の
申
込

み
に
係
る
当
該
増
加
さ
せ
る
保
険
金
額

ロ

保
険
金
額
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
保
険
契
約
の
変
更
の
契
約

の
効
力
発
生
後
四
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
増
加
さ
せ
た
保
険

金
額

ハ

保
険
契
約
の
復
活
の
申
込
み
に
係
る
復
活
さ
せ
る
保
険
契
約
に
係
る
保
険

金
額

三

（
同
上
）

四

（
同
上
）

五

（
同
上
）



三

の

八
百
万
円

六

定
期
保
険
等
の
保
険
契
約
以
外
の
保
険
契
約

零

六

（
同
上
）

２

法
第
百
三
十
七
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
被
保
険
者
の
区
分
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
被
保
険
者
の
区
分
と
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
被
保
険
者

の
区
分
に
応
じ
、
同
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

年
齢
十
五
年
以
下
の
被
保
険
者

七
百
万
円
（
特
定
保
険
金
額
死
因
別
保
険

に
係
る
額
は
、
五
百
万
円
）

二

年
齢
十
六
年
以
上
五
十
四
年
以
下
の
被
保
険
者

千
万
円
（
特
定
保
険
金
額

死
因
別
保
険
に
係
る
額
は
、
五
百
万
円
）

三

年
齢
五
十
五
年
以
上
の
被
保
険
者

千
万
円
（
特
定
保
険
金
額
死
因
別
保
険

に
係
る
額
は
五
百
万
円
、
定
期
保
険
等
に
係
る
額
は
八
百
万
円
）

２

（
同
上
）

３

法
第
百
三
十
七
条
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契

約
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
と
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る

旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
係
る
同
条
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号

又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
前
項
各
号
に
定
め
る

額
（
特
定
保
険
金
額
死
因
別
保
険
及
び
定
期
保
険
等
に
係
る
額
を
除
く
。
）
か
ら

同
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
に
関
し
て
同
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
算

定
す
る
場
合
に
限
り
そ
れ
ぞ
れ
第
一
号
又
は
第
二
号
に
定
め
る
額
、
第
三
号
に
掲

げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
同
項
各
号
に
規
定
す
る
特
定
保
険
金
額

死
因
別
保
険
に
係
る
額
か
ら
同
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
に
関
し

て
同
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
第
三
号
に
定
め
る
額
、
第
四
号

又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
同
項
第
三
号
に
規
定

す
る
定
期
保
険
等
に
係
る
額
か
ら
同
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
に

関
し
て
同
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
そ
れ
ぞ
れ
第
四
号
又
は
第

五
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

３

法
第
百
三
十
七
条
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契

約
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
と
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る

旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
係
る
同
条
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号

又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
前
項
各
号
に
定
め
る

額
（
特
定
保
険
金
額
死
因
別
保
険
及
び
定
期
保
険
等
に
係
る
額
を
除
く
。
）
か
ら

同
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
に
関
し
て
同
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
算

定
す
る
場
合
に
限
り
そ
れ
ぞ
れ
第
一
号
又
は
第
二
号
に
定
め
る
額
、
第
三
号
に
掲

げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
同
項
各
号
に
規
定
す
る
特
定
保
険
金
額

死
因
別
保
険
に
係
る
額
か
ら
同
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
に
関
し

て
同
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
第
三
号
に
定
め
る
額
、
第
四
号

又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
同
項
第
三
号
に
規
定

す
る
定
期
保
険
等
に
係
る
額
か
ら
同
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
に

関
し
て
同
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
そ
れ
ぞ
れ
第
四
号
又
は
第

五
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。



四

一

被
保
険
者
（
次
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
が
年
齢
二
十
年
以
上
五
十
五
年
以

下
で
あ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約

当
該
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
係
る
保
険

金
額
（
旧
簡
易
生
命
保
険
法
第
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
金
額
の
増

額
等
変
更
契
約
で
あ
っ
て
、
そ
の
効
力
発
生
後
四
年
を
経
過
し
な
い
も
の
に
係

る
部
分
を
除
く
。
）
の
合
計
額
か
ら
千
万
円
（
被
保
険
者
が
イ
に
掲
げ
る
者
で

あ
り
、
か
つ
、
そ
の
合
計
額
が
千
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
そ
の
合
計
額
、
被

保
険
者
が
ロ
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
と
き
は
千
万
円
か
ら
控
除
額
を
控
除
し
た
額

（
そ
の
合
計
額
が
千
万
円
か
ら
控
除
額
を
控
除
し
た
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、

そ
の
合
計
額
）
）
を
控
除
し
た
額
に
当
該
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
係
る
保
険

金
額
（
同
項
に
規
定
す
る
保
険
金
額
の
増
額
等
変
更
契
約
で
あ
っ
て
、
そ
の
効

力
発
生
後
四
年
を
経
過
し
な
い
も
の
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
合
計
額
を
加

え
た
額

イ

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
被
保
険
者
で
な
い
も
の

ロ

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
控
除
額
が

千
万
円
に
満
た
な
い
額
で
あ
る
も
の

二

被
保
険
者
が
年
齢
五
十
六
年
以
上
で
あ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
で
あ
っ
て

、
被
保
険
者
の
年
齢
が
五
十
五
年
以
下
で
あ
る
間
に
そ
の
効
力
が
発
生
し
、
か

つ
、
当
該
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
の
合
計
額
が
イ
に
掲
げ
る

額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
超
え
る
も
の

イ
に
掲
げ
る
額
か
ら

ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

イ

千
万
円

ロ

当
該
被
保
険
者
を
被
保
険
者
と
し
、
郵
便
保
険
会
社
を
保
険
者
と
す
る
保

険
契
約
で
あ
っ
て
、
被
保
険
者
の
年
齢
が
五
十
五
年
以
下
で
あ
る
間
に
そ
の

効
力
が
発
生
し
た
も
の
に
係
る
保
険
金
額
（
当
該
保
険
契
約
が
第
一
項
第
一

号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
額
と
し

、
同
項
第
二
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
第
四
号
ロ
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
合
計
額
（
そ
の
合
計
額
が
イ
に
掲
げ
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
イ

一

被
保
険
者
（
次
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
が
年
齢
二
十
年
以
上
五
十
五
年
以

下
で
あ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
で
あ
っ
て
、
そ
の
効
力
発
生
後
四
年
を
経
過

し
た
も
の

当
該
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
（
旧
簡
易
生
命
保

険
法
第
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
金
額
の
増
額
等
変
更
契
約
で
あ
っ

て
、
そ
の
効
力
発
生
後
四
年
を
経
過
し
な
い
も
の
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の

合
計
額
か
ら
三
百
万
円
（
被
保
険
者
が
イ
に
掲
げ
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の

合
計
額
が
三
百
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
そ
の
合
計
額
、
被
保
険
者
が
ロ
に
掲

げ
る
者
で
あ
る
と
き
は
三
百
万
円
か
ら
控
除
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
合
計
額

が
三
百
万
円
か
ら
控
除
額
を
控
除
し
た
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
合
計
額

）
）
を
控
除
し
た
額
に
当
該
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
（
同
項

に
規
定
す
る
保
険
金
額
の
増
額
等
変
更
契
約
で
あ
っ
て
、
そ
の
効
力
発
生
後
四

年
を
経
過
し
な
い
も
の
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
合
計
額
を
加
え
た
額

イ

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
被
保
険
者
で
な
い
も
の

ロ

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
控
除
額
が

三
百
万
円
に
満
た
な
い
額
で
あ
る
も
の

二

（
同
上
）



五

に
掲
げ
る
額
）

三

特
定
保
険
金
額
死
因
別
保
険
の
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
以
外
の
旧
簡
易
生
命

保
険
契
約

零

四

被
保
険
者
が
年
齢
五
十
五
年
以
上
で
あ
る
定
期
保
険
等
の
旧
簡
易
生
命
保
険

契
約
で
あ
っ
て
、
被
保
険
者
の
年
齢
が
五
十
四
年
以
下
で
あ
る
間
に
そ
の
効
力

が
発
生
し
、
か
つ
、
当
該
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
の
合
計
額

が
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
超
え
る
も
の

イ
に

掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

イ

八
百
万
円

ロ

当
該
被
保
険
者
を
被
保
険
者
と
し
、
郵
便
保
険
会
社
を
保
険
者
と
す
る
定

期
保
険
等
の
保
険
契
約
で
あ
っ
て
、
被
保
険
者
の
年
齢
が
五
十
四
年
以
下
で

あ
る
間
に
そ
の
効
力
が
発
生
し
た
も
の
に
係
る
保
険
金
額
の
合
計
額
（
そ
の

合
計
額
が
イ
に
掲
げ
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
イ
に
掲
げ
る
額
）

五

定
期
保
険
等
の
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
以
外
の
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約

零

三

（
同
上
）

四

（
同
上
）

五

（
同
上
）

（
機
構
の
保
険
金
額
等
の
限
度
額
）

第
十
一
条

法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
旧
簡
易

生
命
保
険
契
約
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
と
し
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
係
る
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し

、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
第
六
条
第

二
項
各
号
に
定
め
る
額
（
特
定
保
険
金
額
死
因
別
保
険
及
び
定
期
保
険
等
に
係
る

額
を
除
く
。
）
か
ら
法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し

た
額
に
関
し
て
同
号
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
そ
れ
ぞ
れ
第
一
号
又

は
第
二
号
に
定
め
る
額
、
第
三
号
に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は

第
六
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
特
定
保
険
金
額
死
因
別
保
険
に
係
る
額
か
ら
法

第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
に
関
し
て
同
号
に

（
機
構
の
保
険
金
額
等
の
限
度
額
）

第
十
一
条

法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
旧
簡
易

生
命
保
険
契
約
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
と
し
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
係
る
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し

、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
第
六
条
第

二
項
各
号
に
定
め
る
額
（
特
定
保
険
金
額
死
因
別
保
険
及
び
定
期
保
険
等
に
係
る

額
を
除
く
。
）
か
ら
法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し

た
額
に
関
し
て
同
号
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
そ
れ
ぞ
れ
第
一
号
又

は
第
二
号
に
定
め
る
額
、
第
三
号
に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は

第
六
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
特
定
保
険
金
額
死
因
別
保
険
に
係
る
額
か
ら
法

第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
に
関
し
て
同
号
に



六

掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
第
三
号
に
定
め
る
額
、
第
四
号
又
は
第
五
号

に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
第
六
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す

る
定
期
保
険
等
に
係
る
額
か
ら
法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額

を
控
除
し
た
額
に
関
し
て
同
号
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
そ
れ
ぞ
れ

第
四
号
又
は
第
五
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
第
三
号
に
定
め
る
額
、
第
四
号
又
は
第
五
号

に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
第
六
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す

る
定
期
保
険
等
に
係
る
額
か
ら
法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額

を
控
除
し
た
額
に
関
し
て
同
号
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
そ
れ
ぞ
れ

第
四
号
又
は
第
五
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

被
保
険
者
が
年
齢
二
十
年
以
上
五
十
五
年
以
下
で
あ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契

約

当
該
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）
の
合
計
額
か
ら
三
百
万
円
（
そ
の
合
計
額
が
三
百
万
円
に
満
た
な
い
と

き
は
、
そ
の
合
計
額
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
控

除
し
た
額
に
当
該
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
（
次
に
掲
げ
る
も

の
に
限
る
。
）
の
合
計
額
を
加
え
た
額

イ

旧
簡
易
生
命
保
険
法
第
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
金
額
の
増
額

等
変
更
契
約
で
あ
っ
て
、
そ
の
効
力
発
生
後
四
年
を
経
過
し
な
い
も
の
に
係

る
部
分

ロ

旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
の
復
活
の
申
込
み
に
係
る
復
活
さ
せ
る
旧
簡
易
生

命
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額

一

被
保
険
者
が
年
齢
二
十
年
以
上
五
十
五
年
以
下
で
あ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契

約
で
あ
っ
て
、
そ
の
効
力
発
生
後
四
年
を
経
過
し
た
も
の

当
該
旧
簡
易
生
命

保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
合
計
額
か
ら

三
百
万
円
（
そ
の
合
計
額
が
三
百
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
合
計
額
。

次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
に
当
該
旧
簡

易
生
命
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
計

額
を
加
え
た
額

イ

旧
簡
易
生
命
保
険
法
第
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
金
額
の
増
額

等
変
更
契
約
で
あ
っ
て
、
そ
の
効
力
発
生
後
四
年
を
経
過
し
な
い
も
の
に
係

る
部
分

ロ

旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
の
復
活
の
申
込
み
に
係
る
復
活
さ
せ
る
旧
簡
易
生

命
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額

二

被
保
険
者
が
年
齢
五
十
六
年
以
上
で
あ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
で
あ
っ
て

、
被
保
険
者
の
年
齢
が
五
十
五
年
以
下
で
あ
る
間
に
そ
の
効
力
が
発
生
し
、
か

つ
、
当
該
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
（
前
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
第
四
号
並
び
に
次
項
第
三
号
ロ
及
び
第
五
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
合
計
額
が
千
万
円
を
超
え
る
も
の

千
万
円

三

第
六
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約

同
号
に
定
め
る

額
四

被
保
険
者
が
年
齢
五
十
五
年
以
上
で
あ
る
定
期
保
険
等
の
旧
簡
易
生
命
保
険

契
約
で
あ
っ
て
、
被
保
険
者
の
年
齢
が
五
十
四
年
以
下
で
あ
る
間
に
そ
の
効
力

が
発
生
し
、
か
つ
、
当
該
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
の
合
計
額

二

（
同
上
）

三

（
同
上
）

四

（
同
上
）



七

が
八
百
万
円
を
超
え
る
も
の

八
百
万
円

五

第
六
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約

同
号
に
定
め
る

額

五

（
同
上
）

２

法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
保
険
契
約
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
と
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
係
る

同
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
保
険
契

約
に
あ
っ
て
は
第
六
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
額
（
特
定
保
険
金
額
死
因
別
保
険

及
び
定
期
保
険
等
に
係
る
額
を
除
く
。
）
か
ら
法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号

ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
に
関
し
て
同
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合

に
限
り
そ
れ
ぞ
れ
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
額
、
第
四
号
に
掲
げ
る
保
険
契

約
に
あ
っ
て
は
第
六
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
特
定
保
険
金
額
死
因
別
保
険
に

係
る
額
か
ら
法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
に

関
し
て
同
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
第
四
号
に
定
め
る
額
、
第

五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
第
六
条
第
二
項
第
三
号
に
規

定
す
る
定
期
保
険
等
に
係
る
額
か
ら
法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ

る
額
を
控
除
し
た
額
に
関
し
て
同
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
そ

れ
ぞ
れ
第
五
号
又
は
第
六
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約

同
号
に
定
め
る
額

２

法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
保
険
契
約
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
と
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
係
る

同
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
保
険
契

約
に
あ
っ
て
は
第
六
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
額
（
特
定
保
険
金
額
死
因
別
保
険

及
び
定
期
保
険
等
に
係
る
額
を
除
く
。
）
か
ら
法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号

ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
に
関
し
て
同
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合

に
限
り
そ
れ
ぞ
れ
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
額
、
第
四
号
に
掲
げ
る
保
険
契

約
に
あ
っ
て
は
第
六
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
特
定
保
険
金
額
死
因
別
保
険
に

係
る
額
か
ら
法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
に

関
し
て
同
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
第
四
号
に
定
め
る
額
、
第

五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
第
六
条
第
二
項
第
三
号
に
規

定
す
る
定
期
保
険
等
に
係
る
額
か
ら
法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ

る
額
を
控
除
し
た
額
に
関
し
て
同
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
そ

れ
ぞ
れ
第
五
号
又
は
第
六
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

（
同
上
）

二

被
保
険
者
が
年
齢
二
十
年
以
上
五
十
五
年
以
下
で
あ
る
保
険
契
約
で
あ
っ
て

、
そ
の
効
力
発
生
後
四
年
を
経
過
し
た
も
の

当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金

額
（
第
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
合
計
額
か
ら
、

千
万
円
か
ら
控
除
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
合
計
額
が
千
万
円
か
ら
控
除
額
を

控
除
し
た
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
合
計
額
）
を
控
除
し
た
額
に
当
該
保

険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
計
額
を

加
え
た
額

二

被
保
険
者
（
次
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
が
年
齢
二
十
年
以
上
五
十
五
年
以

下
で
あ
る
保
険
契
約
で
あ
っ
て
、
そ
の
効
力
発
生
後
四
年
を
経
過
し
た
も
の

当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
（
第
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）
の
合
計
額
か
ら
三
百
万
円
（
被
保
険
者
が
イ
に
掲
げ
る
者
で
あ

り
、
か
つ
、
そ
の
合
計
額
が
三
百
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
そ
の
合
計
額
、
被

保
険
者
が
ロ
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
と
き
は
三
百
万
円
か
ら
控
除
額
を
控
除
し
た

額
（
そ
の
合
計
額
が
三
百
万
円
か
ら
控
除
額
を
控
除
し
た
額
に
満
た
な
い
と
き

は
、
そ
の
合
計
額
）
）
を
控
除
し
た
額
に
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
（



八

同
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
計
額
を
加
え
た
額

イ

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
の
被
保
険
者
で
な
い
も
の

ロ

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、

控
除
額
が
三
百
万
円
に
満
た
な
い
額
で
あ
る
も
の

三

被
保
険
者
が
年
齢
五
十
六
年
以
上
で
あ
る
保
険
契
約
で
あ
っ
て
、
被
保
険
者

の
年
齢
が
五
十
五
年
以
下
で
あ
る
間
に
そ
の
効
力
が
発
生
し
、
か
つ
、
当
該
保

険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
の
合
計
額
が
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を

控
除
し
た
額
を
超
え
る
も
の

イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し

た
額

イ

千
万
円

ロ

当
該
被
保
険
者
を
被
保
険
者
と
す
る
旧
簡
易
生
命
保
険
契
約
で
あ
っ
て
、

被
保
険
者
の
年
齢
が
五
十
五
年
以
下
で
あ
る
間
に
そ
の
効
力
が
発
生
し
た
も

の
に
係
る
保
険
金
額
の
合
計
額
（
そ
の
合
計
額
が
イ
に
掲
げ
る
額
を
超
え
る

と
き
は
、
イ
に
掲
げ
る
額
）

四

第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約

同
号
に
定
め
る
額

五

被
保
険
者
が
年
齢
五
十
五
年
以
上
で
あ
る
定
期
保
険
等
の
保
険
契
約
で
あ
っ

て
、
被
保
険
者
の
年
齢
が
五
十
四
年
以
下
で
あ
る
間
に
そ
の
効
力
が
発
生
し
、

か
つ
、
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
額
の
合
計
額
が
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ

に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
超
え
る
も
の

イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ

る
額
を
控
除
し
た
額

イ

八
百
万
円

ロ

当
該
被
保
険
者
を
被
保
険
者
と
す
る
定
期
保
険
等
の
旧
簡
易
生
命
保
険
契

約
で
あ
っ
て
、
被
保
険
者
の
年
齢
が
五
十
四
年
以
下
で
あ
る
間
に
そ
の
効
力

が
発
生
し
た
も
の
に
係
る
保
険
金
額
の
合
計
額
（
そ
の
合
計
額
が
イ
に
掲
げ

る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
イ
に
掲
げ
る
額
）

六

第
六
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約

同
号
に
定
め
る
額

三

（
同
上
）

四

（
同
上
）

五

（
同
上
）

六

（
同
上
）
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